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は じ め に 
 

 

 

この報告書は令和 4年度に北海道立消費生活センターが受けた依頼テストの概要と実

施した試買テスト結果をまとめたものです。 

消費者からの依頼テストは 265 件でした。品目別では「被服品」88件、次いで「食料

品」53 件、「住居品」52 件の順でした。 

 依頼テストには商品テストと専門技術相談があり、商品テストは 137 件（全体の

51.7％）で、専門技術相談は 128件（全体の 48.3％）でした。 

危害・危険に関するものは 4 件で、危害に関するものは、電動工具の互換バッテリーの

爆発による怪我、床用ワックスによる頭痛の 2 件、危険に関するものはヘアオイルへの引

火、空気清浄機のケーブルの発熱の 2 件でした。 

試買テストは、「ウスターソース類の食塩相当量」、「炭酸ボトル（真空断熱）の品

質」、「透湿防水ウエア」、「低温調理器の品質」について実施しました。 

 

これらの結果を資料としてご活用頂ければ幸いです。 

 

 

令和 5 年 4月 

 

 

 

 

 

 

       北海道立消費生活センター 

 

所 長 長島 博子 
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Ⅰ 依頼テスト 

１ 依頼テスト状況 

令和 4年度の依頼テストの受付件数は 265件であった。商品テストは 137 件（51.7%）、専門技術相

談は 128件（48.3%）であった。分類別では被服品 88件（33.2%）、食料品 53件（20.0%）、住居品 52

件（19.6%）、教養娯楽品 35件（13.2%）、車両・乗り物 22件（8.3%）、保健衛生品 8 件（3.0%）、

土地・建物・設備 6件（2.3%）、光熱水品 1件（0.4%）であった。 

 商品テスト 137件の内訳は、被服品が最も多く、次いで食料品、教養娯楽品、住居品、保健衛生

品、光熱水品と車両・乗り物の順であった。土地・建物・設備に関するテストは実施しなかった。依

頼項目は、食料品、住居品、光熱水品、被服品、保健衛生品、教養娯楽品、車両・乗り物すべてにお

いて性能・品質に関するものが多かった。 

専門技術相談 128件は住居品が最も多く、次いで食料品、被服品、車両・乗り物、教養娯楽品、土

地・建物・設備、保健衛生品の順であった。光熱水品に関する相談はなかった。依頼項目は、食料品

においては安全・衛生に関するものが多く、住居品、光熱水品、被服品、保健衛生品、教養娯楽品、

車両・乗り物、土地・建物・設備において性能・品質に関するものが多かった。 

依頼テスト 265件のうち苦情は 251件 (全体の 94.7%)、問合せは 14件(全体の 5.3%)で苦情が多か

った。 

違反・問題提起品は 1件で住居品であった。 

危害・危険及び拡大損害に関するものは 4件で住居品が 3件、保健衛生品が 1件であった。住居品

では電動工具の互換バッテリーの爆発による怪我、床用ワックスによる頭痛、空気清浄機のケーブル

の発熱、保健衛生品ではヘアオイルへの引火であった。 

 

 

＜依頼テスト概要＞ 

 

食料品 住居品 
光熱 

水品 
被服品 

保健 

衛生品 

教養 

娯楽品 

車両・

乗り物 

土地・

建物・

設備 

他の 

商品 
小計 合計 

商
品
テ
ス
ト 

苦

情 
30 14 1 63 3 22 1 0 0 134 

137 
問

合 
0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 

専
門
技
術
相
談 

苦

情 
19 35 0 22 3 13 21 4 0 117 

128 
問

合 
4 3 0 0 2 0 0 2 0 11 

合計 53 52 1 88 8 35 22 6 0 265 265 

 

  



 

【食料品】 

合計 53件の内訳は、商品テストが 30件(食料品全体の 56.6%)、専門技術相談が 23件(同 43.4%)であ

った。また、苦情は 49 件、問合せは 4 件であった。 

商品テスト 30件の内訳は、穀類が 9 件、菓子類が 7件、果物が 6件、飲料が 4件、野菜・海草と油

脂・調味料が各 2件であった。依頼項目は性能・品質が 15 件、成分・材質が 8件、安全・衛生が 7 件

であった。商品テストの内容は、山ぶどうの残留農薬、市販のコーヒーの糖類分析などであった。専門

技術相談 23件の内訳は、果物が 5件、飲料と調理食品と健康食品が各 3件、食品一般と油脂・調味料

が各 2件、魚介類と肉類と乳卵類と野菜・海草と菓子類が各 1 件であった。依頼項目は安全・衛生が 13

件、性能・品質が 5件、法規・基準が 4件、その他が 1件であった。 

   

【住居品】 

合計 52件の内訳は、商品テストが 14件(住居品全体の 26.9%)、専門技術相談が 38件(同 73.1%)であ

った。また、苦情は 49 件、問合せは 3 件であった。 

商品テスト 14 件の内訳は、食器・台所用品が 10 件、他の住居品が 3 件、家具・寝具が 1 件であっ

た。依頼項目は、性能・品質が 13 件、安全・衛生が 1 件であった。商品テストの内容は、金属ストロ

ーの材質、真空断熱水筒の品質などであった。専門技術相談 38 件の内訳は、空調・冷暖房機器が 13 件、

食器・台所用品が 7件、食生活機器が 6件、家具・寝具が 4件、洗濯・裁縫用具と掃除用具と他の住居

品が各 2 件、洗浄剤等と照明器具が各 1 件であった。依頼項目は性能・品質が 29 件、安全・衛生が 6

件、その他が 2件、法規・基準が 1件であった。 

 

【光熱水品】 

合計 1件の内訳は、商品テストが 1件(光熱水品全体の 100%)であった。また、苦情であった。 

商品テスト 1 件の内訳は他の光熱水品であった。依頼項目は、性能・品質であった。商品テストの内

容は、モバイルバッテリーの品質であった。 

 

【被服品】 

合計 88件の内訳は、商品テストが 66件(被服品全体の 75.0%)、専門技術相談が 22件(同 25.0%)であ

った。また、苦情は 85 件、問合せは 3 件であった。 

商品テスト 66件の内訳は、アクセサリーが 31件、子供洋服が 20件、紳士・婦人洋服が 9件、履物

と他の身の回り品が各 2 件、洋装下着と生地・糸類が各 1件であった。依頼項目は性能・品質が 37件、

安全・衛生が 20 件、その他が 5 件、成分・材質とクリーニングが各 2件であった。商品テストの内容

は、生地やアクセサリーの材質、子供用水遊び着の安全性などであった。専門技術相談 22 件の内訳は

紳士・婦人洋服が 11件、洋装下着が 5件、和服とかばんが各 2件、履物とアクセサリーが各 1 件であ

った。依頼項目は性能・品質が 11件、クリーニングが 9 件、安全・衛生と成分・材質が各 1 件であっ

た。  



 

【保健衛生品】 

合計 8件の内訳は、商品テストが 3件(保健衛生品全体の 37.5%)、専門技術相談が 5 件(同 62.5%)で

あった。また、苦情は 6 件、問合せは 2件であった。 

商品テスト 3 件の内訳は、すべて他の保健衛生品であった。依頼項目は、性能・品質が 2件、安全・

衛生が 1件であった。商品テストの内容は、不織布マスクの通気性や不織布マスクの蛍光増白剤使用の

有無であった。専門技術相談 5 件の内訳は、化粧品が 3 件、医薬品が 2 件であった。依頼項目は、性

能・品質が 4 件、成分・材質が 1件であった。 

 

【教養娯楽品】 

合計 35件の内訳は、商品テストが 22件(教養娯楽品全体の 62.9%)、専門技術相談が 13件(同 37.1%)

であった。また、すべて苦情であった。 

商品テスト 22 件の内訳は、電話機・電話機用品が 17件、パソコン・パソコン関連用品と音響・映像

製品が各 2件、文具・事務用品が 1件であった。依頼項目は性能・品質が 21件、成分・材質が 1件で

あった。商品テストの内容はスマートフォンの不具合、ワイヤレスイヤホンの不具合などであった。専

門技術相談 13 件の内訳は、音響・映像製品が 6 件、パソコン・パソコン関連用品と電話機・電話機用

品と他の教養娯楽品が各 2件、時計が 1 件であった。依頼項目は性能・品質が 11 件、安全・衛生と法

規・基準が各 1件であった。 

 

【車両・乗物】 

合計 22件の内訳は、商品テストが 1件（車両・乗り物全体の 4.5%）、専門技術相談が 21件（同 95.5%）

であった。また、すべて苦情であった。 

商品テスト 1 件の内訳は、自動車用品であった。依頼項目は性能・品質であった。内容はタイヤ圧測

定機器の不具合であった。専門技術相談 21件の内訳は、自動車が 15件、自動車用品が 6件であった。

依頼項目はすべて性能・品質であった。 

 

【土地・建物・設備】 

合計 6件の内訳は、すべて専門技術相談であった。また、苦情は 4件、問合せは 2件であった。 

専門技術相談 6件の内訳は、他の住宅設備が 3件、住宅構成材と衛生設備と屋外装備品が各 1件であ

った。依頼項目はすべて性能・品質であった。 

 

【他の商品】 

本年度は 0件であった。 

 

  



 

 (1)依頼状況 

(上段は商品テスト、下段は専門技術相談) 

月 食料品 住居品 
光熱 

水品 
被服品 

保健 

衛生品 

教養 

娯楽品 

車両・ 

乗り物 

土地・ 

建物・ 

設備 

他の 

商品 
小計 合計 

4 
1 0 0 0 0 6 0 0 0 7 

19 
4 2 0 2 0 1 2 1 0 12 

5 
0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 

16 
1 2 0 3 1 1 4 0 0 12 

6 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

15 
0 3 0 2 2 3 3 0 0 13 

7 
4 1 1 0 0 1 0 0 0 7 

16 
1 5 0 0 0 1 2 0 0 9 

8 
6 0 0 0 0 1 0 0 0 7 

20 
2 2 0 3 0 5 1 0 0 13 

9 
0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 

11 
4 2 0 1 0 0 0 1 0 8 

10 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
1 7 0 1 0 1 1 0 0 11 

11 
7 9 0 7 3 4 0 0 0 30 

39 
1 4 0 2 0 0 1 1 0 9 

12 
6 2 0 38 0 0 0 0 0 46 

60 
5 4 0 0 1 1 2 1 0 14 

1 
2 1 0 2 0 3 0 0 0 8 

24 
4 2 0 4 0 0 4 2 0 16 

2 
3 0 0 18 0 1 1 0 0 23 

31 
0 3 0 3 1 0 1 0 0 8 

3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 

小

計 

30 14 1 66 3 22 1 0 0 137 
265 

23 38 0 22 5 13 21 6 0 128 

合

計 
53 52 1 88 8 35 22 6 0 265 265 

 



 

(2)依頼項目(商品テスト) 

  安全・衛生 性能・品質 成分・材質 法規・基準 クリーニング その他 合計 

食料品 

穀 類 2 3 4 0 0 0 9 

野 菜 ・ 海 草 0 2 0 0 0 0 2 

油 脂 ・ 調 味 料 0 2 0 0 0 0 2 

果 物 5 1 0 0 0 0 6 

菓 子 類 0 7 0 0 0 0 7 

飲 料 0 0 4 0 0 0 4 

小 計 7 15 8 0 0 0 30 

住居品 
 
食 器 ・ 台 所 用 品 1 9 0 0 0 0 10 

家 具 ・ 寝 具 0 1 0 0 0 0 1 

他 の 住 居 品 0 3 0 0 0 0 3 

小 計 1 13 0 0 0 0 14 

光熱水品 

他 の 光 熱 水 品 0 1 0 0 0 0 1 

小 計 0 1 0 0 0 0 1 

被服品 

子 供 洋 服 20 0 0 0 0 0 20 

洋 装 下 着 0 0 1 0 0 0 1 

紳 士 ・ 婦 人 洋 服 0 4 0 0 2 3 9 

履 物 0 2 0 0 0 0 2 

ア ク セ サ リ ー 0 31 0 0 0 0 31 

他 の 身 の 回 り 品 0 0 1 0 0 1 2 

生 地 ・ 糸 類 0 0 0 0 0 1 1 

小 計 20 37 2 0 2 5 66 

保健衛生品 

他 の 保 健 衛 生 品 1 2 0 0 0 0 3 

小 計 1 2 0 0 0 0 3 

教養娯楽品 

文 具 ・ 事 務 用 品 0 0 1 0 0 0 1 

パソコン・パソコン関連用品  0 2 0 0 0 0 2 

電話機・電話機用品 0 17 0 0 0 0 17 

音 響 ・ 映 像 製 品 0 2 0 0 0 0 2 

小 計 0 21 1 0 0 0 22 

車両・乗り物 

自 動 車 用 品 0 1 0 0 0 0 1 

小 計 0 1 0 0 0 0 1 

土地・建物・設備 

小 計 0 0 0 0 0 0 0 

他の商品 

小 計 0 0 0 0 0 0 0 

合 計 29 90 11 0 2 5 137 



 

(3)依頼項目(専門技術相談) 

  安全・衛生 性能・品質 成分・材質 法規・基準 クリーニング その他 合計 

食料品 

食 品 一 般 0 0 0 2 0 0 2 

魚 介 類 1 0 0 0 0 0 1 

肉 類 1 0 0 0 0 0 1 

乳 卵 類 1 0 0 0 0 0 1 

野 菜 ・ 海 草 1 0 0 0 0 0 1 

油 脂 ・ 調 味 料 1 1 0 0 0 0 2 

果 物 3 2 0 0 0 0 5 

菓 子 類 0 0 0 1 0 0 1 

飲 料 2 0 0 0 0 1 3 

調 理 食 品 2 1 0 0 0 0 3 

健 康 食 品 1 1 0 1 0 0 3 

小 計 13 5 0 4 0 1 23 

住居品 

食 生 活 機 器 0 6 0 0 0 0 6 

食 器 ・ 台 所 用 品 3 3 0 0 0 1 7 

洗 濯 ・ 裁 縫 用 具 0 1 0 0 0 1 2 

掃 除 用 具 0 2 0 0 0 0 2 

洗 浄 剤 等 1 0 0 0 0 0 1 

空調・冷暖房機器 0 12 0 1 0 0 13 

家 具 ・ 寝 具 1 3 0 0 0 0 4 

照 明 器 具 0 1 0 0 0 0 1 

他 の 住 居 品 1 1 0 0 0 0 2 

小 計 6 29 0 1 0 2 38 

光熱水品 

小 計 0 0 0 0 0 0 0 

被服品 

和 服 0 0 0 0 2 0 2 

洋 装 下 着 1 2 1 0 1 0 5 

紳 士 ・ 婦 人 洋 服 0 5 0 0 6 0 11 

履 物 0 1 0 0 0 0 1 

か ば ん 0 2 0 0 0 0 2 

ア ク セ サ リ ー 0 1 0 0 0 0 1 

小 計 1 11 1 0 9 0 22 

保健衛生品 

医 薬 品 0 1 1 0 0 0 2 

化 粧 品 0 3 0 0 0 0 3 

小 計 0 4 1 0 0 0 5 

 

 

 



 

  安全・衛生 性能・品質 成分・材質 法規・基準 クリーニング その他 合計 

教養娯楽品 

パソコン・パソコン関連用品 0 2 0 0 0 0 2 

電話機・電話機用品 0 2 0 0 0 0 2 

音 響 ・ 映 像 製 品 0 5 0 1 0 0 6 

時 計 0 1 0 0 0 0 1 

他 の 教 養 娯 楽 品 1 1 0 0 0 0 2 

小 計 1 11 0 1 0 0 13 

車両・乗り物 

自 動 車 0 15 0 0 0 0 15 

自 動 車 用 品 0 6 0 0 0 0 6 

小 計 0 21 0 0 0 0 21 

土地・建物・設備 

住 宅 構 成 材 0 1 0 0 0 0 1 

衛 生 設 備 0 1 0 0 0 0 1 

屋 外 装 備 品 0 1 0 0 0 0 1 

他 の 住 宅 設 備 0 3 0 0 0 0 3 

小 計 0 6 0 0 0 0 6 

他の商品 

小 計 0 0 0 0 0 0 0 

合 計 21 87 2 6 9 3 128 

 

 

 

  



 

(4)違反品・問題提起状況 

 違 反 品 問 題 提 起 品 商        品        名 

住 居 品 1 1 真空断熱水筒 

合 計 1 1  

 

 (5)危害・危険及び拡大損害 

 品 数 商          品          名 

危 害 2 電動工具互換バッテリー、床用ワックス 

危 険 2 ヘアオイル、空気清浄機 

合 計 4  

 

 

 



 

Ⅱ 試買テスト 

１　ウスターソース類の食塩相当量 
 

１ 目的 

  中濃ソース、とんかつソースやお好み焼きソースなどの商品が市販されており料理で使用する機会

がある。これらのソースはウスターソース類とよばれ、食品表示法の規定による食品表示基準では粘

度によってウスターソース、中濃ソース、濃厚ソースと分かれている。料理の味付けに利用されるウ

スターソース類だが、最近では健康志向の高まりから塩分をカットした商品も販売されている。そこ

でウスターソース類の食塩相当量について調べた。 

 

２ テスト期間 

  令和 4年 4～6月 

 

３ テスト品（別表 1） 

ウスターソース類 20 銘柄 

（１）ウスターソース 5 銘柄(№1～5) 

（２）中濃ソース 7 銘柄(№6～12) 

（３）濃厚ソース 8 銘柄（№13～20） 

 

図 ウスターソース類の分類  

 

           ・ウスターソース：粘度が 0.2Pa・s未満のもの 

            

ウスターソース類   ・中濃ソース：粘度が 0.2Pa・s以上 2.0Pa・s未満のもの 

            

・濃厚ソース：粘度が 2.0Pa・s以上のもの 

 

４ 購入場所 

  札幌市内のスーパーマーケット、生活協同組合 

 

５ テスト項目及びテスト方法 

（１）ナトリウム量および食塩相当量 

   食品表示基準に規定される栄養成分では、食品の塩分をナトリウム量から換算した食塩相当量 

で表示する。ナトリウム量は食品表示基準別添栄養成分等の分析方法等を参考にしてナトリウム量

を測定(原子吸光光度計：280FS AAアジレント・テクノロジー㈱)した。また食塩相当量はナトリウ

ム量から下式より算出した。 

   食塩相当量(g/100g) = ナトリウム(mg) × 2.54 ÷ 1000 

（２）塩分○○%カット、オフの表示があった銘柄のナトリウム量の低減量と低減割合 

   食品表示基準では塩分○○%カット、オフなどを表示する場合は、比較対象品との絶対差（低減

量)がナトリウム量 120mg 以上であり、かつ比較対象品との相対差(低減割合)が 25%以上(表示の塩



 

分低減割合以上)の必要がある。そのため比較対象品とのナトリウム量の低減量と低減割合を算出

して基準を満たしているかどうか確認した。 

（３）カリウム量 

塩分のもとである塩化ナトリウムの使用量を控えるだけではなく、色々な商品で代替塩として使

われる塩化カリウム(塩化ナトリウムと同様にしょっぱい味を持つ)を加えている場合もあるのでカ

リウム量もテストした。テスト方法は、食品表示基準別添栄養成分等の分析方法等を参考にしてカ

リウム量を測定(原子吸光光度計：280FS AA アジレント・テクノロジー㈱)した。 

（４）食塩分及び無塩可溶性固形分 

 任意規格である日本農林規格(JAS 規格)がウスターソース類に設けられており、特級、標準の区

分ごとに食塩分や無塩可溶性固形分(エキス分)などの基準が設けられている。食塩分はソースのか

ら味の基準となる成分、無塩可溶性固形分はソースの甘味、うま味の基準となる成分。そこで JAS

マークが付いている 9 銘柄(№1、3、5、6、11、14、15、17、19)の食塩分と無塩可溶性固形分をテ

ストして基準を満たしているか調べた。テスト方法はウスターソース類の JAS規格の食塩分、無塩

可溶性固形分の測定方法に準じてテストした。食塩分は電位差滴定法で測定した(自動滴定装置：

COM-1700 平沼産業、電極：銀比較複合電極 AGR-801 平沼産業)。可溶性固形分は糖用屈折計(アッ

ベ屈折計№302㈱アタゴ)で求めた。 

（５）表示 

   食品表示法の規定にある食品表示基準に基づく表示などについて調べた。 

（６）単位価格(100ml当たり) 

購入価格(税込み)から単位価格を求めた(各銘柄の単位価格は少数点以下を切り捨て)。グラム

(g)とミリリットル(ml)は同等として求めた。また、各ウスターソース類の単位価格の平均も求め

た(単位価格の平均は少数第 1位を四捨五入)。 

    

６ テスト結果 

（１）ナトリウム量および食塩相当量 (別表 4) 

   ナトリウム量は、ウスターソースが 1971(№5)～3890(№2)mg/100g、平均 2887mg/100g。中濃ソ

ースが 1052(№12)～3163(№7)mg/100g、平均 1917mg/100g。濃厚ソースが 868(№20)～2119(№

15)mg/100g、平均 1646mg/100g。平均は高い順にウスターソース、中濃ソース、濃厚ソースの順で

あった。 

   食塩相当量は、ウスターソースが 5.0(№5)～9.9g(№2)、平均 7.3g/100g であった。塩分 30%カ

ットの表示があった№5が最低値であった。塩分カットの表示がなかった№1～4では5.2～9.9g/100g

で銘柄により差があった。日本食品標準成分表 2020 年版(八訂)ウスターソースは 8.5g/100g で、

№1、2 はこの値よりも高かった。中濃ソースが 2.7(№12)～8.0(№7)g/100g、平均 4.9g/100g であ

った。塩分 50%カットの表示があった№12が最低値で、次いで塩分 30%カットの表示があった№11

が 3.2g/100g であった。塩分カットの表示がなかった№6～10 では 4.0～8.0g/100g と銘柄により

差があった。日本食品標準成分表 2020 年版(八訂)中濃ソースは 5.8g/100g で、№6、7はこの値よ

りも高かった。濃厚ソースは、2.2(№20)～5.4(№15)g/100g、平均 4.2g/100g であった。塩分 50%

オフの表示があった№20 が最低値で、次いで塩分 30%カットの表示があった№17 が 3.2g/100g で

あった。塩分カット、オフの表示がなかった№13～16、18、19では 3.9～5.4g/100gとウスターソ
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ースや中濃ソースよりは銘柄に差はなかった。日本食品標準成分表 2020 年版(八訂)濃厚ソースは

5.6g/100gでこの値よりも高い銘柄はなかった。食塩相当量の平均は高い順にウスターソース、中

濃ソース、濃厚ソースであった。 

 

グラフ 1 ナトリウム量(mg/100g)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ 2 食塩相当量(g/100g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）塩分○○%カット、オフの表示があった銘柄のナトリウム量の低減量と低減割合(別表 5) 

   低減量は 924(№17)～1329mg/100g(№5)でいずれも基準値(120mg/100g 以上)を満たしていた。ま

た低減割合は、塩分 30%カットと表示がある 3 銘柄(№5、11、17)が 40.3(№5)～46.0%(№11)、塩

分 50%カット、オフの表示がある 2銘柄(№12、20)が 52.7%(№20)、55.3%(№12)で基準値(25%以上

かつ表示の塩分低減割合以上)を満たしていた。 

 

表 1 塩分○○%カット、オフの表示があった銘柄のナトリウム量の低減量と低減割合 

 

 

（３）カリウム量(別表 4) 

   1銘柄(№20)が 1596mg/100gで突出して高い値であった。それ以外は 63(№8)～388mg/100g(№5)

と銘柄により差はあるものの低い値であった。№20 は栄養成分表示にカリウム量 1400mg/100g と

表示があり、添加物の表示として「調味料(無機塩等)」の記載があったことから塩化カリウムが添

加されていると思われる。 

 

グラフ 3 カリウム量(mg/100g) 

 

基準 基準

5
TOPVALU
ウスターソース

1971 3300 1329 40.3
塩分30%
カット

11
TOPVALU
中濃ソース

1243 2300 1057 46.0
塩分30%
カット

12
ブルドック
塩分50％カット 中濃ソース

1052 2355 1303 55.3
塩分50%
カット

17
TOPVALU
とんかつソース

1276 2200 924 42.0
塩分30%
カット

20
オタフク
お好みソース 塩分50%オフ

868 1835 967 52.7
塩分50%
オフ

日本食品標準成分表
2015年版(七訂)ウスターソース

120mg
以上

25%以上
かつ

表示の塩分
低減割合

以上

日本食品標準成分表
2015年版(七訂)中濃ソース

№6 ブルドック
中濃ソース

日本食品標準成分表
2015年版(七訂)濃厚ソース

№18 オタフク
お好みソース

塩分
カット・オフ

の表示比較対象品
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（４）食塩分及び無塩可溶性固形分(別表 6) 

JASマークが付いているウスターソース類は 9銘柄(№1、3、5、6、11、14、15、17、19)で、全

て特級であった。 

ウスターソースは 3 銘柄(№1、3、5)で、食塩分 5.5(№5)～8.3%(№3)、無塩可溶性固形分 29.6(№

1)～30.3%(№5)であった。全てウスターソースの JAS 規格(特級)の食塩分 11%以下、無塩可溶性固

形分 26%以上を満たしていた。 

中濃ソースは 2 銘柄(№6、11)で、食塩分 3.6(№11)、6.0(№6)%、無塩可溶性固形分 29.4(№11)、

32.2(№6)%であった。いずれも中濃ソースの JAS 規格(特級)の食塩分 10%以下、無塩可溶性固形分

28%以上を満たしていた。 

濃厚ソースは 4 銘柄(№14、15、17、19)で、食塩分 3.4(№17)～5.8(№15)%、無塩可溶性固形分

31.9(№14)～35.0(№19)%であった。全て濃厚ソースの JAS規格(特級)の食塩分 9%以下、無塩可溶

性固形分 28%以上を満たしていた。 

 

表 2 JASマークが付いていた銘柄の食塩分と無塩可溶性固形分 

 

 

 

 

 

 

食塩分
(%)

無塩可溶性
固形分(%)

1
ブルドック
ウスターソース

8.2 29.6 特級

3
カゴメソース
醸熟 ウスター

8.3 30.1 特級

5
TOPVALU
ウスターソース

5.5 30.3 特級

6
ブルドック
中濃ソース

6.0 32.2 特級

11
TOPVALU
中濃ソース

3.6 29.4 特級

14
ブルドック
とんかつソース

5.3 31.9 特級

15
カゴメソース
醸熟 とんかつ

5.8 32.3 特級

17
TOPVALU
とんかつソース

3.4 32.7 特級

19
TOPVALU
だしが決め手　お好みソース

4.3 35.0 特級
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ウスターソース類

次に掲げるものであって、茶色又は茶黒色をした液体調味料
をいう。
1　野菜若しくは果実の搾汁、煮出汁、ピューレ又はこれら
　 を濃縮したものに砂糖類、食酢、食塩及び香辛料を加え
   て調製したもの
2  1にでん粉、調味料等を加えて調製したもの

ウスターソース
ウスターソース類のうち、粘度が0.2Pa・s未満のものをい
う。

中濃ソース
ウスターソース類のうち、粘度が0.2Pa・s以上2.0Pa・s未満
のものをいう。

濃厚ソース
ウスターソース類のうち、粘度が2.0Pa・s以上のものをい
う。

（５）表示 (別表 1～3) 

   食品表示法の規定にある食品表示基準の加工食品で必要となる名称、原材料名、添加物(使用し

た場合)、賞味期限、内容量、保存方法、製造者等、栄養成分の表示が全銘柄にあった。 

   食品表示基準ではウスターソース類が定義されており、粘度によってウスターソース、中濃ソー

ス、濃厚ソースと分類されている。そしてこの分類に基づいてウスターソース、中濃ソース、濃厚

ソースの名称の表示が必要となる。なお、無塩可溶性固形分が 33%以上のウスターソースの場合、

名称でウスターソース(こいくち)と表示できる。 

   名称はウスターソース 5銘柄(№1～5)、中濃ソース 7銘柄(№6～12)、濃厚ソース 8 銘柄(№13～

20)であった。ウスターソース(こいくち)の表示はなかった。名称がウスターソースの 5 銘柄は商

品名にウスターソースもしくはウスターの記載があった。名称が中濃ソースの 7銘柄は商品名に中

濃ソースもしくは中濃の記載があった。名称が濃厚ソースの 8銘柄は商品名に濃厚と記載があるの

が 1 銘柄(№13)、とんかつソースが 4 銘柄(№14～17)、お好みソースが 3 銘柄(№18～20)であっ

た。 

 

表 3 食品表示基準でのウスターソース類の定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原材料名欄の最初に記載されている原材料名は、野菜・果実が 17 銘柄(№1、3、4～7、9～12、

14～20)、野菜が 1銘柄(№2)、糖類が 2 銘柄(№8、13)であった。野菜及び果実は、「野菜・果実」

（野菜のみの場合は、「野菜」とする。）の文字の次に、括弧を付して、原材料に占める重量の割合

の高いものから順に、「たまねぎ」、「にんじん」、「トマト」、「りんご」、「デーツ」等とその最も一

般的な名称をもって表示する。ただし、表示する野菜及び果実の名称が 4 種類以上となる場合は、

割合の高いものから順に 3種類の名称を表示してその他の名称は「その他」と表示することができ

る。また使用した砂糖類が 2種類以上の場合は砂糖類又は糖類の文字の次に括弧を付して、「砂糖、

ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖

果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を

併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂

糖・高果糖液糖」と表示する。 

特色のある原材料等の表示が 1銘柄(№19)にあった。「原材料に焼津産かつお節を使用したかつ

お節粉末とかつおだしを使用しています。(製品中に占める焼津産かつお節の割合 0.092%)」と記載
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